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募 集 概 要 

 

１  募 集の 趣旨  

  第９期伊勢原 市高齢者保健福祉 計画・介護保険事 業計画（令和６年  

度～令和８年度） に基づき住み慣れ た地域で、高齢者 がその有する能  

力に応じ、自立し た日常生活を営む ことを目指した「 地域包括ケアシ  

ステム」の推進の ため、地域密着型 サービス事業者の 募集を行います。  

  本公募は、伊 勢原市内に地域密 着型サービス事業 所を整備し ､運営す  

る事業者を公平か つ公正に選定する ために行うもので す。  

 

２  募 集内 容  

（１）募集サービ ス  

地域密着型サービ スの種類  整備地域  箇 所 数  

（介護予防）小規 模多機能型居宅介 護  市内全域  １  

※整備地域は市内 全域ですが西部圏 域は加点対象とな ります。  

 

（２）整備事業年 度  

   原 則 と し て 令 和 ８ 年 度 中 （ 令 和 ９ 年 ３ 月 末 ま で ） の 竣 工 と す る 。 

 

３  応 募事 業者 の資 格  

（１）介護保険制度を熟知し、法人として適正かつ安 定した経営を維持

していること。  

（２）法人及び法 人の代表者に国税 及び地方税に滞納 がないこと。  

（ ３ ） 介 護 保 険 法 第 ７ ８ 条 の ２ 第 ４ 項 各 号 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。 

（４）応募事業者 及びその関係者が 、伊勢原市暴力団 排除条例（平成  

２３年１０月４日  条例第１２号）第２条に規定する 暴力団、暴力  

団員及び第７条に 規定する暴力団員 等と密接な関係を 有すると認  

められる者でない こと。  
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４  運 営・ 土地 ・建 物等 の要 件  

（１）介護保険法 及び市条例等に定 められた基準を満 たしていること。  

※ 伊 勢 原 市 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基

準 を 定 め る 条 例 （ 平 成 ２ ５ 年 伊 勢 原 市 条 例 第 ９ 号 ）  

（２）高齢者向け 集合住宅（住宅型 有料老人ホーム、 サービス付き高  

齢者向け住宅。以 下、高齢者向け集 合住宅とする。） に併設しない  

こと。また、併設 しない場合であっ ても高齢者向け集 合住宅の入居  

者のみへのサービ ス提供を行わない こと。  

※ 介 護 保 険 法 に 基 づ く 指 定 に あ た っ て は 、 高 齢 者 向 け 集 合 住 宅 の 入 居 者 以 外  

の 在 宅 の 要 介 護 者 の 利 用 者 が 一 定 割 合 以 上 に な る こ と を 義 務 付 け る 条 件 付

与 を 行 い ま す 。  

（３）都市計画法 、建築基準法、消 防法、農地法等の 関連法令の基準を  

満たし、かつ、手 続きを遵守する事 業計画であること 。（土地開発  

の制限に係る関連 法令において許認 可が必要とされる 場合、その許  

認可等を得る見込 みがあること。） なお、各種法令に 関して開発の  

制限を受ける場合 は、必ず所管する 行政機関等と事前 に協議を行い  

必要な措置をとる こと。  

（４）開設予定地 が市街化区域であ ること。  

（５） 用地又は建 物を取得する場合 は、既に取得して いるか、あるいは 、  

確実に取得できる こと。  

（６）土地所有者 （オーナー）が施 設等運営法人に有 償で貸し付ける目  

的で整備する事業 も対象とする。こ の場合、経営が安 定的・継続的  

に行われるよう、 当該法人が次に掲 げる要件を満たし ていることを  

条件とする。  

①貸与を受けてい る不動産について 、施設等を経営す る事業の存続  

に必要な期間の地 上権又は賃借権を 設定し、かつ、こ れを登記す  

ること。  

②賃借料は、地域 の水準に照らして 適正な額以下であ るとともに、  

安定的に賃借料を 支払い得る財源が 確保されているこ と。  

③賃借料及びその 財源が収支予算書 に適正に計上され ており、施設  

等運営法人が当該 賃借料を長期間に わたって安定的に 支払可能で  

あると認められる こと。  

（７）抵当権など 用地に施設存続の 支障となりうるよ うな権利設定がな  

い、又はその権利 の抹消が確実であ ること。  

（８）用地内に法 定外公共財産（里 道、水路）がある 場合は、払い下げ  

が可能であること 。  
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（９）周辺環境の 景観と調和した施 設になるよう配慮 すること。  

（ 10）建設地が土 砂災害防止法第７ 条第１項に規定す る土砂災害警戒区  

域にないこと。ま た、原則として市 が作成する洪水ハ ザ ー ド マ ッ プ 、

内水ハザードマッ プの浸水想定区域 内にないこと。（ 浸水深が 0.5ｍ

未満のエリアは応 相談）  

 (11) 上・下水道 及び、十分な幅員 がある進入路等が 整備済又は整備の  

見込みが確実であ ること。  

（ 12）事業計画等 について、施設予 定地の地区代表者 （自治会長等）及  

び近隣住民に対し 説明を行うこと。  

(13) 上記に掲げ るもののほか、必 要に応じ市と協議 すること。  

  

５  財 政的 支援 につ いて  

  令 和 ８ 年 度 地 域 医 療 介 護 総 合 確 保 基 金 事 業 費 補 助 金 の 活 用 を 予 定し

て い ま す が 、 補 助 金 を 活 用 す る に は 、 令 和 ８ 年 ３ 月 市 議 会 の 議 決 が 要

件 と な り ま す 。 ま た 、 神 奈 川 県 地 域 医 療 介 護 総 合 確 保 基 金 事 業 費 補 助

金 交 付 要 綱 等 に 基 づ く 適 否 の 審 査 が あ り ま す 。 今 回 の 公 募 に よ り 選 定

さ れ た 場 合 等 で あ っ て も 、 市 の 予 算 の 議 決 が さ れ な い 場 合 、 又 は 適 否

審 査 の 結 果 補 助 金 の 交 付 対 象 と な ら な か っ た 場 合 に は 補 助 金 は 交 付 さ

れ ま せ ん の で 、 応 募 時 点 で は 公 的 補 助 金 を 見 込 ま ず に 資 金 計 画 を 作 成

してください。  

補 助 金 の 事 前 協 議 に つ い て は 公 募 後 に 行 い ま す が 、 事 前 に 関 係 す る

要綱等を確認し、 補助金の交付条件 等を確認してくだ さい。  

※補助金を活用す る場合の工事着手 は補助金の交付決 定後となります  

 

■ 関 係 要 綱 等 の 掲 載 場 所  

  
介 護 情 報 サ ー ビ ス か な が わ ［ 書 式 ラ イ ブ ラ リ ］  

h t t p s : / / k a i g o . r a k u r a k u . o r . j p / s e a r c h - l i b r a r y / l o w e r - 3 - 3 . h t m l ? t o p i d = 6 & i d = 8 4 4  
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６  応 募の 手続 等  

 

  本公募に申し 込みを希望する事 業者は、次により 公募申込書及び関

係書類を提出して ください。なお、 市が受理した書類 は、理由の如何

にかかわらず返却 しません。  

 

（１）応募期間・ 提出場所   

 

      応募 受付期間     提出及び問 合せ先  

 

令 和８ 年２ 月１ ６日 （月 ）  

～  

令 和８ 年  ３月  ６日 （金 ）  

 

※受付は、土、日 曜日及び祝祭日を

除く９時から１７ 時まで  

※来庁日時等を事 前に連絡してく

ださい。  

 

〒２５９－１１８ ８  

伊勢原市田中３４ ８番地  

伊勢原市役所  長 寿介護課  

ＴＥＬ：０４６３ －９４－４７２２  

（直通）  

ＦＡＸ：０４６３ －９５－７６１２  

Ｅ－ｍａｉｌ  

 kaigo@isehara-city.jp 

 

 

（２）応募に関す る提出書類  

  別紙「地域密 着型サービス整備 運営事業者の公募 に係る提出書類一  

覧」に記載の書類 及び関係資料を提 出してください。（郵送やメール  

での提出は不可）   

 ※市の指定様式 は、市のホームペ ージからダウンロ ードができます。  

①  提出書類の提 出部数  

    提出部数 は、４ 部 （原本 １部 、写 し３ 部） とします。  

 ②  応募書類の 作成費用  

    応募書類 の作成に係る一切 の費用は、応募事 業者の負担となり

ます。  
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（３）提出書類の 体裁  

  提出書類は、 所定様式が定めら れているもの以外 は、原則として  

Ａ４版（図面等は Ａ３版）とし、以 下に記す体裁を整 えてください。  

 

 

 

①   全体の目次を つける。  

②  ページをつけ る。  

③  添付書類には 右肩に項目名を表 記する。  

④   資料の綴じる 順番は、別紙「地 域密着型サービス 整備運営事業者公

募提出書類一覧」 の順番とする。  

⑤  番号（一覧表にある番号）毎に白紙の表紙をつけ 、表紙毎にインデ  

ックスをつける。  

⑥   左側で綴じ、 全体をバインダー 等で綴る。  

⑦  資 料 は Ａ ４ サ イ ズ と す る 。（ 図 面 な ど で 、 Ａ ３ と な る 場 合 は 折 り 畳

んでください。）  

⑧   表紙には法人 名を記入し、原本を綴じているもの には原本分と記入

すること。  

 

 

【 項 目 】  

左 側 で 綴 じ る  

ペ ー ジ の

表 記  

－１

添 付 書 類 に は 右 肩 に 項 目 名  

文 字 表 記 の イ ン デ ッ ク ス  
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７  公 募に 関す る質 疑及 び回 答  

（１）質問受付期 間  

   募集要領公 開日から２月２０ 日（金）まで  

  ※審査選定内 容や、介護保険法 等に基づく指定基 準など法令等によ  

り確認できる事項 、他の応募者に関する情報等につい ての質問は受  

付できません。  

（２）質問方法  

   別紙「地域 密着型サービス整 備運営事業者公募 要領に関する質問  

書」により、ＦＡ Ｘ又は電子メール で市長寿介護課へ 提出してくだ  

さい。※来庁や電 話での質問はお受 けできません。  

（３）回答方法  

   受け付けた 質問に対する回答 については、随時 市ホームページに

掲載します。  

 

８  応 募の 無効  

  応募事業者が 次のいずれかに該 当した場合には、 その応募を無効と

し、選考から除外 するものとします 。  

（１）応募書類に 虚偽の内容が記載 されている場合  

（２）審査に係わ る重要書類（過去 の運営指導記録等 ）について提出漏

れ等の不備が発覚 した場合  

（３）公募期間中 に、応募事業者の 役員若しくは職員 又はその関係者が、  

本市の職員（市長、副市長を含む）に対し、本公募に関して直接的

又は間接的に働き かけ又は接触を行 った場合  
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９  選 考方 法  

（１）評価基準（ 書類審査＋ヒアリ ング審査に係る評 価項目）  

評 価 項 目  評 価 視 点  配 点  

運

営

主

体  

運 営 実 績  
小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 に 対 す る 知 識 及 び 経 験

を 有 し て い る か  

１ ０ 点  

経 営 状 況  安 定 し た 事 業 経 営 が 期 待 で き る か  １ ０ 点  

法 令 順 守  
介 護 サ ー ビ ス の 質 の 確 保 、適 正 な 介 護 給 付 が 期 待

で き る か  

０ 点 ～  

－ ３ ０ 点  

法 人 理 念  
地 域 密 着 型 サ ー ビ ス の 趣 旨 を 理 解 し た う え で 、地

域 包 括 ケ ア 推 進 の 一 員 と し て 期 待 で き る か  

２ ０ 点  

立

地

条

件  

地 域 バ ラ ン ス  

予 定 地 が 、他 の 同 一 サ ー ビ ス 事 業 所 と の 位 置 関 係

に お い て 偏 在 し て い な い か 、又 は 空 白 地 域（ 西 部

圏 域 ） の 解 消 に つ な が る か 。  

１ ５ 点  

利 便 性  
利 用 者 や 地 域 交 流 の た め の ア ク セ ス の 利 便 性 が

あ る か  

１ ０ 点  

地 域 の 理 解  施 設 整 備 に つ い て 地 元 の 理 解 を 得 ら れ て い る か  １ ０ 点  

施

設

運

営  

ケ ア の 質  
利 用 者 の 身 心 の 状 況 に 応 じ た 適 切 な ケ ア が 期 待

で き る か  

２ ０ 点  

人 材 確 保  介 護 人 材 の 確 保 が 期 待 で き る か  
１ ０ 点  

料 金 設 定  食 費 ・ 宿 泊 費 の 料 金 設 定 は 適 切 か  
１ ０ 点  

地 域 貢 献  
地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 事 業 者 と し て 、地 域 と の 連 携

や 交 流 が 期 待 で き る か  

１ ０ 点  

医 療 体 制  
利 用 者 の 健 康 管 理 や 病 状 急 変 時 の 医 療 体 制 確 保

が 期 待 で き る か  

１ ０ 点  

権 利 擁 護  
高 齢 者 虐 待 防 止 等 の 利 用 者 の 権 利 擁 護 が 守 ら れ

る 取 組 が 期 待 で き る か  

１ ０ 点  

衛 生 管 理  
感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の 取 組 が 適 切 に

行 わ れ る こ と が 期 待 で き る か  

１ ０ 点  

設 備 環 境  

利 用 者 の 快 適 性・利 便 性・安 全 性 等 の 設 備 環 境 を

評 価 す る（ 設 備 基 準 で 定 め ら れ て い る 基 準 以 外 の

内 容 を 評 価 す る ）  

２ ０ 点  

そ の 他  
提 出 資 料 に つ い て 、書 類 の 不 備 や 誤 字 が な く 、文

章 の 表 現 や 要 点 が わ か り や す い か  

５ 点  
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（２）審査方法  

評価基準に基づき 、書類審査及びヒアリング審査を行 い、その合計

点により選考を行 います。  

※ ヒ ア リ ン グ 審 査 の 実 施 日 時 等 に つ い て は 別 途 お 知 ら せ し ま す 。  

※ 応 募 が １ 社 し か な か っ た 場 合 で も 最 低 基 準 点（ １ ０ ０ 点 ／ １ ８ ０ 点 ）に  

満 た な か っ た 場 合 は 選 定 し な い こ と と し ま す 。  

（３）選考結果の 通知  

   令 和 ８ 年 ３ 月 以 降 に 文 書 に よ り 結 果 を 通 知 し ま す 。 ま た 、 決 定内

容については、市 ホームページに掲 載し公表します。  

（４）選定の取消 し  

   選 定 後 に お い て 、 次 の い ず れ か の 事 項 に 該 当 し 、 事 業 予 定 者 とし

て不適であると市 が判断した場合は 、選定を取消しま す。  

  ①  提出した 書類に、重大な不 備及び虚偽の内容 があった場合  

  ②  事 業 予 定 者 及 び そ の 関 係 者 が 、 介 護 保 険 サ ー ビ ス の 質 の 確 保、

及 び 給 付 の 適 正 化 の 観 点 か ら 重 大 な 疑 惑 や 不 信 を 招 く よ う な 行 為

があったと市が判 断した場合  

  ③  事業開始 予定時期に当該事 業を開始できない 場合  

   ※ 市 が や む を 得 な い 事 情 が あ る と 判 断 し た 場 合 、 施 設 整 備 の 完 了 時 期

の 延 期 を 認 め る 場 合 が あ り ま す 。  

④  選定後に本要 領に定める要件に 違反又は逸脱して いたと市が判  

断した場合  
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１ ０  全体 スケ ジュ ール （予 定）  

期   間  内   容  

令和７年１２月  ５日（金）  

      

募集要領公開  

※市ホームページ に公開  

令和８年  ２月２ ０日（金）まで  質問受付期間  

※回答は随時市ホ ームページに  

公開  

令和８年  ２月１ ６日（月）から  

３月  ６日（金） まで  

応募書類受付期間  

  

令和８年  ３月～ ４月  

 

ヒアリング審査  

※日時は別途お知 らせします  

令和８年  ３月～ ４月   結果通知  

 

令和８年  ４月～  

 

 指定を前提とし た協議の開始  

 

 

 

１ １  その 他注 意事 項  

（ １ ）  整 備 法 人 と し て 選 定 さ れ た 場 合 、 提 案 し た 事 業 内 容 等 に つ い て

市と協議のうえ変 更いただく場合が あります。  

 （ ２ ）  本 整 備 計 画 に お け る 用 地 （ 建 物 ） 権 利 者 又 は 地 域 住 民 等 と の間

の 確 約 書 等 に 基 づ き 生 じ た 損 害 賠 償 請 求 権 等 に つ い て は 、 応 募 法

人の責任に帰する 事項であり、本市 はその責任を負い ません。  

 

 

 

 

 

 

 


